
 

4  

昭
和
六
十
二
年
二
月
四
日
提
出 

質

問

第

四

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

固
定
資
産
税
等
の
過
納
金
の
返
還
請
求
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
二
年
二
月
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

中 
 

村 
 

茂 

 

一 

 



 

(

都
道
府
県
税)

の
課
税
基
準
に
も
な
つ
て
お
り
、
納
税
者
に
与
え
る
影
響
が
大
で
あ
る
。 

で
生
じ
た
過
誤
納
金
等
の
返
還
請
求
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
、
現
行
法
上
存
在
す
る
国
（
行
政
）
の
優
越
的
地
位

と
、
こ
れ
に
対
す
る
正
当
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
納
税
者
の
利
益
と
の
調
整
に
つ
い
て
十
分
配
慮
さ
れ

固
定
資
産
税
等
の
課
税
客
体
に
対
す
る
現
況
未
確
認
、
地
目
認
定
の
誤
認
、
評
価
算
出
の
誤
り
等
、
行
政
が
責

任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
件
が
、
山
形
県
酒
田
市
、
静
岡
県
熱
海
市
、
神
奈
川
県
川
崎
市
等
で
相
次
い
で

明
ら
か
に
な
つ
て
い
る
。 

 
そ
こ
で
、
固
定
資
産
税
等
の
確
定
行
為
が
違
法
で
あ
る
場
合
の
賦
課
処
分
又
は
地
目
誤
認
等
の
行
政
上
の
責
任 

土
地
の
評
価
額
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
市
町
村
税
）
の
ほ
か
登
録
免
許
税
（
国
税
）
と
不
動
産
取
得
税 

従
つ
て
、
法
の
執
行
に
当
た
つ
て
は
、
公
正
か
つ
厳
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

一 

違
法
の
賦
課
処
分
は
無
効
で
あ
る
。 

二 

行
政
責
任
が
負
う
べ
き
過
誤
納
金
等
の
返
還
請
求
に
つ
い
て 

２ 

従
つ
て
、
無
効
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
処
分
は
、
地
方
税
法
第
十
七

条
の
五
及
び
第
十
八
条
の
三
の
五
年
の
期
間
制
限
に
は
服
さ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ど
う
か
。 

１ 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
及
び
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
八 

１ 

固
定
資
産
評
価
基
準
は
「
土
地
の
地
目
は
土
地
の
現
況
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
、
完
全
な
現
況
主
義

を
と
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
況
確
認
を
し
な
い
で
地
目
変
更
を
行
い
、
そ
の
評
価
額
に
基

づ
い
て
賦
課
し
た
場
合
は
違
法
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
賦
課
処
分
は
無
効
の
行
政
行
為
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

 

五 

条
の
三
の
五
年
の
期
間
制
限
に
か
か
わ
ら
ず
「
何
ら
か
の
措
置
」
に
よ
り
納
税
者
に
対
し
、
正
当
な
保
護
を
講
ず
る

べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

２ 

登
録
免
許
税
の
過
誤
納
金
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
六
月
六
日
法
務
省
民
事
局
第
三
課
長
回
答
に
よ

り
、「
登
記
後
五
年
を
経
過
し
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
価

額

が

修

正

さ
れ
た
日
か
ら
五
年
内
の
も
の
に
つ
い

て
は
登
録
免
許
税
の
還
付
を
す
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
還
付
は
「
市
町
村
長
か

ら
修
正
通
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
過
納
と
な
つ
た
登
録
免
許
税
還
付
」
と
な
つ
て
い
る
。 

一
方
、
地
方
税
法
第
十
七
条
の
五
（
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）
に
よ
り
修
正
は
五
年
の
期
間
制
限
に
な

つ
て
い
る
た
め
、
五
年
を
経
過
し
て
い
る
場
合
の
修
正
通
知
は
「
超
法
規
的
措
置
」
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

こ
れ
で
は
恩
恵
的
措
置
と
な
り
不
合
理
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
法
施
行
の
整
合
性
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


